
海 外 出 張 の 際 の 留 意 点
　第246回

　小野さん：こんにちは、みらい先生。来月からフィ
リピンに１カ月間出張することになりました。取引先
の新規開拓のためにマニラを中心に各地を巡る予定で
す。自社にとっても私にとっても初めての海外での営
業で緊張しています。
　みらい：そうですか。それは会社にとって重要な役
割ですね。
　小野さん：そうなんです。ただ、気になっているの
がハードな日程が想定されるのですが、何かあったと
きに労災等で自分は守られるのか不安でして。場所に
よっては治安も悪いですし。
　みらい：海外出張か海外派遣かで対応が異なります。
　小野さん：それはどうやって区別するのですか。期
間の長さですか。
　みらい：期間の長さでは判断されません。勤務の実
態を総合的に判断することになります。一般的には、
海外出張とは「国内の事業場に所属し、その事業場の
使用者の指揮に従って勤務すること」、海外派遣は「海
外の事業場の使用者の指揮に従って勤務すること」と
されています。今回の出張は現地では自社のスケジュ
ール等に基づいて行動されるのですか。同行者はいる
のですか。
　小野さん：基本的には紹介先である現地クライアン
トの指示の下に動く予定です。同行はその方１名です。
みらい：そうなんですね。それでは状況によってど
ちらとも解釈されうる状況ですね。それでは出張と派
遣のどちらに解釈されても、小野さんが補償される状
況にあるか確認することが重要となりそうです。
　小野さん：何を確認する必要がありますか。
　みらい：１）海外派遣者用の労災保険特別加入制度
に加入しているか、２）民間の海外旅行傷害保険に企
業で加入しているか、を確認してください。どちらも
任意ですので、初めての海外での事業展開であれば手
続きしていない可能性もあります。
　小野さん：公的な保険と民間保険の両方に入ってお
くことが安全ということですね。確認してみます。ち
なみに、手続き上の留意点は何かありますか。
　みらい：最近はテロや大きな事件よりも過労死等の

過重労働やうつ病による機能不全、自殺等のメンタル
ヘルス不調を原因とした労災が増えています。万が一
自分がなってしまった際に何が必要かきちんと確認し
ましょう。
　小野さん：具体的には何がありますか。
　みらい：事前に持病などの申告漏れがないか、業務
上での怪我や病気なのか証明ができるか等は労災認定
上重要ですので、自身でもご確認ください。そういう
意味では渡航前の健康診断を受診することを会社に打
診してみても良いでしょう。また、労災保険の特別加
入の際に申告している業務内容と自身の業務内容の実
態が一致しているか自身で確認をしておく、もしくは
手続き担当者に重要性を伝えてみることをお勧めしま
す。
　小野さん：分かりました。手続き担当者が理解して
いるか確認してみます。
　みらい：自社の海外進出の先駆けとなるわけですか
ら、会社側の準備も整っていないケースも多いです。
自身が手続き担当者の気持ちで確認してみることが自
身の身を最大限守ることになります。海外出張者の健
康管理、安全配慮義務等を徹底することで社員も守ら
れますし、いざというときには会社も守られるという
ことを会社に理解してもらうことが小野さんのいる会
社では今後必要になりそうですね。頑張ってください。
　小野さん：参考になりました。どうもありがとうご
ざいました。
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